浄水場の「濾材」再利用へ

車載型の洗浄選別装置

旭川の企業開発

水道水の浄化に使用される砂や砂利などの「濾材」を再利用するための洗浄選別装置を旭川市内のメンテナンス会社などが開発した。車両搭載型で移動性に優れ、従来は産業廃棄物となっていた濾材のリサイクル推進に期待がかかる。

「新日章」（旭川市永山、賀集邦弘社長）などが開発した装置は、ポンプで水ごと吸いあげた濾材を洗浄し、砂や砂利を大きさごとに選別する。システムを一台の中型トラックに搭載したコンパクトさが魅力。一時間当たり四立方ﾒｰﾄﾙの処理が可能という。賀集社長が「廃棄物の減少と経済効果につながると信じ、一年かけて開発した」という自信作だ。

市町村などの浄水場で、水源から引いた水を濾過する上で、砂利や砂などが欠かせない。しかし、この濾材も水あかなどがたまるために、十～十五年に一度は交換が必要となっている。

再利用すれば、交換コストは三分の一程度ですむが、プラントが巨大で、設置にかかる時間と費用が難点となっていた。

（2004年11月15日（月）　読売新聞夕刊　北海道版　より）
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